
薩摩川内市職員の特殊勤務手当の支給に関する条例の一部を改正する条例をこ

こに公布する。  

 

令和  ８  年  ３  月２３日  

 

薩摩川内市長   田  中  良  二  

 

薩摩川内市条例第  ３  号  

薩摩川内市職員の特殊勤務手当の支給に関する条例の一部を改正す

る条例  

 

薩摩川内市職員の特殊勤務手当の支給に関する条例（平成１６年薩摩川内市条

例第５８号）の一部を次のように改正する。  

第２条に次の１号を加える。  

⒄  災害応急作業等手当  

第２１条を第２３条とし、第２０条を第２２条とし、同条の前に次の１条を加

える。  

（手当額の特例）  

第２１条  災害応急作業等手当を支給される作業に従事した時間が１日について

４時間に満たない場合におけるその日の災害応急作業等手当（第１９条第１項  

第１号の作業又は同項第３号の作業（同項第２号の作業に相当する作業を除く。）  

に係るものに限る。）の額は、この条例の規定により受けるべき額に１００分

の６０を乗じて得た額とする。  

第１９条を第２０条とし、第１８条の次に次の１条を加える。  

（災害応急作業等手当）  

第１９条  災害応急作業等手当は、本市以外の地方公共団体の区域に派遣された

職員が次に掲げる作業に従事したときに支給する。  

⑴  異常な自然現象により重大な災害が発生し、若しくは発生するおそれがあ

る次に掲げる現場において行う巡回監視又は当該現場における重大な災害の

発生した箇所若しくは発生するおそれの著しい箇所で行う応急作業若しくは

応急作業のための災害状況の調査（次項において「応急作業等」という。）  

ア  河川の堤防等  

イ  道路法（昭和２７年法律第１８０号）第４６条第１項（第２号を除く。）  

の規定に基づき通行が禁止されている区間内の道路又はその周辺  

ウ  港湾施設等  

⑵  異常な自然現象若しくは大規模な事故により重大な災害が発生した箇所又

はその周辺において行う災害警備又は遭難救助の作業  

⑶  災害救助法（昭和２２年法律第１１８号）が適用された同法第２条第１項

に規定する災害発生市町村の区域（以下「適用区域」という。）において行



う避難所の運営、り災証明に係る家屋調査その他市長が適当と認める作業  

２  前項の手当の額は、作業に従事した日１日につき、次の各号に掲げる作業の

区分に応じ、当該各号に定める額とする。  

⑴  前項第１号の作業  次に掲げる作業の種類に応じ、次に掲げる額  

ア  巡回監視  ７１０円（当該作業が適用区域で行われた場合にあっては、

１，０８０円）  

イ  応急作業等  １，０８０円  

⑵  前項第２号の作業  ８４０円（当該作業が適用区域で行われた場合にあっ

ては、１，０８０円）  

⑶  前項第３号の作業  １，０８０円  

３  前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の第１項の手当の額は、そ

れぞれ当該各号に定める額（同一の日において当該各号に掲げる場合の２以上

に該当するときは、当該各号に定める額のうち最も高い額）とする。  

⑴  第１項各号に掲げる作業の一部又は全部が日没時から日出時までの間にお

いて行われた場合  前項に定める額にその１００分の５０に相当する額を加

算した額  

⑵  第１項第２号の作業又は同項第３号の作業（同項第２号の作業に相当する

作業に限る。）が著しく危険であると市長が認める場合  前項に定める額に

その１００分の１００に相当する額を加算した額  

⑶  第１項各号に掲げる作業が市長が著しく危険であると認める区域で行われ

た場合  前項に定める額にその１００分の１００に相当する額を加算した額  

４  災害応急作業等手当が支給される場合における夜間特殊業務手当は、支給し

ない。  

附  則  

この条例は、令和８年４月１日から施行する。  

 


